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固定資産明細書

特 定 事 業 活 動 施 設 等
耐用
年数

円

※

摘要

旅館
鉄骨造
瓦葺き
2階建て

1 R○.6.20 R○.6.20

減価償
却開始
年月日

円 円
種類 細目 数量

取　得
年月日

350,000,000 350,000,000 29

　「※決定価格」欄は、記載しないこと。

記載上の注意

「特定事業活動施設等」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法
律（平成23年法律第29号）第10条の２第１項の表の第２号の第５欄、第17条の２の２第１項の表の第
２号の第５欄又は第25条の２の２第１項の表の第２号の第５欄に規定する機械及び装置、建物及びそ
の附属設備並びに構築物その他の減価償却資産で東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時
特例に関する法律施行令（平成23年政令第112号）第12条の２の２第２項、第17条の２の２第２項又
は第22条の２の２第２項に規定するもののうち、事業の用に供されているものをいう。

取得価額 帳簿価額 決定価格

課税免除の対象となる家屋のみ記載してくだ

さい。（機械装置や構築物を記載する必要は

ありません。）


